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令和２年度財政援助団体等監査結果報告書

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 7項の規定に基づく監査について、伊勢

市監査基準に準拠して実施したので、その結果を次のとおり報告する。

令和３年３月 31 日

伊勢市監査委員 畑 芳 嗣

伊勢市監査委員 中 井 豊

伊勢市監査委員 辻 孝 記

１ 監査の種類

財政援助団体等に対する監査

２ 監査の対象及び実施期日

（１）財政援助団体に対する監査

財政援助団体に対する監査（書面監査）

（２）公の施設の指定管理者に対する監査

３ 監査の範囲

令和元年度（必要がある場合は対象期間以外にも及ぶ）における、当該財政的援助等に

係る出納その他の事務の執行状況について監査を実施した。

４ 監査の着眼点

（１）財政援助団体に対する監査

補助金等の算定、交付方法、時期、手続等は適正に行われているか、補助等の目的に沿

って事業が実施され効果をあげているか、補助金等は交付条件に従って適正に執行され

ているか、出納関係諸帳票、領収書等の証拠書類の整備、保存は適切に行われているか、

所管課による指導監督は適切に行われているかなどを着眼点として実施した。

実施年月日 対 象 団 体 所 管 課

令和３年２月 16日 公益社団法人 伊勢市シルバー人材センター 商工労政課

実施年月日 対 象 団 体 所 管 課

令和３年３月３日 厚生地区まちづくりの会

市民交流課

令和３年３月３日 小俣まちづくり協議会

実施年月日 対 象 団 体 （ 施 設 名 ） 所 管 課

令和３年２月 17日
イオンディライト株式会社 東海支社 三重支店

（離宮の湯）

小俣総合支所

生活福祉課
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（２）公の施設の指定管理者に対する監査

指定管理者の指定は適正かつ公正に行われているか、協定書等には必要事項が適正に

記載されているか、施設は協定等に基づき適切に管理されているか、協定等に基づく義

務の履行は適切に行われているか、利用料金の収納や費用の支出等の会計事務は適正に

行われているか、所管課による指導監督は適切に行われているかなどを着眼点として実

施した。

５ 監査の実施内容

事前に提出された資料に基づき、所管課から説明を受けた後、団体の担当者から当該財

政的援助等に係る事業概要等について説明を受け、関係諸帳簿の監査を実施した。

また、まちづくり協議会については、所管課及び団体から提出された事業実績報告書、

収支決算書、関係諸帳簿等により書面監査を実施した。

６ 監査の結果

（１）財政援助団体に対する監査

ア 公益社団法人 伊勢市シルバー人材センター

（ア）事業の内容

（単位：円）

（イ）所見

監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体の当該補助金に係る出納

その他の事務の執行が、補助の目的に沿って行われていると認められた。

なお、意見については、次に述べるとおりである。

【所管課】

意見

① 補助金額は、国の交付要綱及び執行方針に基づき支出しているが、当該金額

の算定基準は市の要綱等で規定すべきであると考えるので検討していただきた

い。

事 業 名 科 目 金 額 事業の目的

高年齢者労働能力活用事業費補助金 補助金 17,083,000

シルバー人材セ

ンターの管理運営

費の一部を補助す

ることにより、高

年齢者の能力活用

と福祉の増進を図

る。
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イ まちづくり協議会

〇厚生地区まちづくりの会

（ア）事業の内容

（単位：円）

（イ）所見

監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体の当該交付金に係る出納

その他の事務の執行が、交付の目的に沿って行われていると認められた。

なお、意見については、次に述べるとおりである。

【所管課】

意見

① 事業の実施内容については、実績報告書及び決算書により報告を受けている

が、交付金が目的に沿って活用されているか、経理関係書類をもとに十分に照

査し、適切に指導されたい。

〇小俣まちづくり協議会

（ア）事業の内容

（単位：円）

※当初交付された、事務運営費 1,800,000 円、活動事業費（基本額）2,000,000 円のうち、

収支決算の残額 386,577 円を市へ返還している。

（イ）所見

監査した限りにおいて、監査の対象となった財政援助団体の当該交付金に係る出納

その他の事務の執行が、交付の目的に沿って行われていると認められた。

なお、意見については、次に述べるとおりである。

事 業 名 科 目 金 額 事業の目的

地域自治推進事業

（事務運営費 広報紙配布等協力金）

交付金

9,605,000
まちづくり協議

会が、地域課題を

解決するために行

う活動に対し、一

定の財源を交付す

る。

地域自治推進事業

（活動事業費 基本額及び世帯割額）
3,173,250

地域自治推進事業

（活動事業費 臨時特例分）
600,000

合 計 13,378,250

事 業 名 科 目 金 額 事業の目的

地域自治推進事業（事務運営費）

交付金

1,668,187
まちづくり協議

会が、地域課題を

解決するために行

う活動に対し、一

定の財源を交付す

る。

地域自治推進事業（活動事業費 基本額） 1,745,236

合 計 3,413,423
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【所管課】

意見

① 事業の実施内容については、実績報告書及び決算書により報告を受けている

が、交付金が目的に沿って活用されているか、経理関係書類をもとに十分に照

査し、適切に指導されたい。

（２）公の施設の指定管理者に対する監査

ア イオンディライト株式会社 東海支社 三重支店

（ア）公の施設の管理委託内容

施設の名称：離宮の湯

指 定 期 間：平成 27年 4月１日から令和２年 3月 31 日まで

指定管理料：64,920,000 円（指定期間における指定管理料の総額、消費税込）

〃 ：13,080,000 円（令和元年度分、消費税込）

（イ）事業実績について

収支計算書（自 平成 31年 4月１日 至 令和２年 3月 31 日）

〈イオンディライト株式会社 東海支社 三重支店分〉

（消費税込、単位：円）

（ウ）所見

監査した限りにおいて、監査の対象となった公の施設の指定管理者の当該施設の管

理に係る出納その他の事務の執行が、委託の目的に沿って行われていると認められた。

なお、指摘事項及び意見については、特に認められなかった。

７ む す び

補助金や交付金、委託料の支出にあたっては、事業の目的や要綱等に沿って行われてい

るか確認するとともに、事業成果と費用対効果を十分に検証し、健全な事業運営に取り組

んでいただきたい。

支出の部 収入の部

科目 決算額 科目 決算額

支出 収入

人件費 16,344,841 指定管理料 13,080,000

水道・光熱費 6,899,786 入浴料金 15,442,270

共益費 674,091 入浴商品 207,480

保守点検費 1,334,734 喫茶売上 368,600

材料仕入れ 463,213 手数料 93,997

一般管理費 1,568,642

支出計 27,285,307 収入計 29,192,347

収支差額 1,907,040


